
地域医療の確保及び医師偏在の解消

に関する国と地方との連携について

【担当省庁】厚生労働省

新型コロナウイルス感染症においては、公立・公的病院が陽性患者

の受入に注力する一方、平時に地域で担う役割を縮小せざるを得なか

ったことから、地域医療に少なからず影響があった。

令和２年８月 31 日付けの国通知「具体的対応方針の再検証等の期

限について」により、公立・公的医療機関の具体的な対応方針の再検

証等の期限も含め、地域医療構想に関する取組の進め方を、国におい

て改めて整理するとされたが、公立・公的病院が地域で果たす役割は

大きく、生活と密接に関わることから、国においては、地域医療の確

保に当たり技術的支援や財政支援の役割を果たすとともに、具体的な

地域医療のあり方については地方の議論に委ねていただきたい。

医師確保計画については、国において示された医師偏在指標を踏ま

えた対策を実施することとしているが、医師偏在指標については、地

域の事情を十分に踏まえることなく一律に評価されており、今後、医

師の地域偏在、診療科偏在の解消に向けて医師の需給推計など将来推

計を行う際、以下に留意の上、地域医療に及ぼす影響に特段の配慮が

なされるよう見直しをお願いしたい。

○医師の需給推計など将来推計を適切に行うには、その信頼性・妥

当性が理解・納得されなければならない。ついては、都道府県で

検証できるよう、必要なデータや計算過程の全てを明らかにする

こと

○京都府では長年にわたり、京都府立医科大学、京都大学医学部の

両大学において全国に医師を派遣し医師確保に貢献してきたとこ

ろであり、こうした京都府の事情を特に斟酌され、病院勤務医等

に比べ臨床に費やす時間が制限される大学の教官及び大学院生の

割合を十分考慮の上、算定すること
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【現状・課題等】

■医療法及び医師法の一部改正（平成 30 年７月）により、医療計画の中に医師確保計

画を新たに策定することが法制化（令和２年３月に策定）

■医師確保計画では、医師数に加え、医師の性別・

年齢や患者の受療率などの要素を取り入れて算

定する医師偏在指標を活用することとされた。

（全国一律に算定）

■しかしながら、国が示す医師偏在指標は、「京都

府の受療率が用いられていない」「へき地等の地

理的要因が反映されていない」ため、地理的条

件をはじめ、京都府の地域の実態に即したもの

となっていない。

■また、大学等の医育機関における教官、大学院生等は、教育、研修に時間を費やし、

病院勤務医等に比べ、臨床に従事する時間は相当制限されるにもかかわらず、示さ

れた医師偏在指標では一律に評価されており、大学等の関係者が多い京都府では実

態に見合う算定になっていない。

[都道府県単位]
医師偏在指標
指標 全国順位

全国平均 246.7
京都府 323.3 2

[二次医療圏単位]
医師偏在指標
指標 全国順位

全国平均 246.7
丹後 134.9 298 少数

中丹 184.0 149
南丹 166.4 206
京都・乙訓 397.3 4 多数

山城北 178.8 163
山城南 141.5 285 少数
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＜医療施設従事者に占める比率※3＞

京都府の医療施設従事者8,377人※3 のうち、874人分が過剰に積算

大学全体

全国 京都府

18.1％ 24.2％

2.0％ 8.1％大学院生

51.4h臨床時間

全国の大学院生5,849人、京都府676人
10人に１人は京都府に！

※１ 「医師の勤務実態及び働き方の意向等に関する調査（H28）」（国資料より）
※２ 「医師の勤務実態等に関する調査」（京都府調査Ｈ29.8)
※３ 「医師・歯科医師・薬剤師調査（H30）」（厚生労働省）


